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はじめに 

 

外国から希望と不安を持ち、日本へやってきた外国人の皆さんは、祖国とは違う言葉や

生活習慣、文化など、様々なことに戸惑いを感じていると思います。 

 この「春日井くらしのガイド」は、皆さんが春日井市で安心して生活できるよう、緊急

の場合の連絡先や、各種手続き、日常生活での決まり事などを簡単にまとめたものです。 

 

今後の春日井市での生活に役立ててもらえば幸いです。 

 

春日井市 
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市役所の業務 

春日井市役所 

市役所は、生活するうえで重要な公的機関です。住民登録、結婚、出生の手続き、国民健

康保険などの窓口があるほか、外国人相談も行っています。 
 

場    所 ▼ 〒486－8686 愛知県春日井市鳥居松町５丁目 44番地 

℡：（０５６８）８１－５１１１（代表） 

駐 車 場 ▼ 台数に限りがあります。 

交通機関 ▼ ＪＲ春日井駅より名鉄バス「鳥居松」下車、徒歩２分 

かすがいシティバス“はあとふるライナー”「春日井市役所」下車すぐ 

 

（春日井市公式ホームページ トップ）https://www.city.kasugai.lg.jp 

 

開庁時間 ▼ 月～金曜日 午前８時 30分～午後５時 15分 

閉 庁 日 ▼ 土・日曜日、祝休日、年末年始（12月 29日～１月３日） 
 

＜ホームページ：ほかの言語に表示を変えたいとき＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜やさしい日本語にしたいとき（ひらがな）＞ 

  

ほかの言語に 

表示が変わります

※トップページに

移行します 

 

該当の言語の赤枠部分を 

クリック 

クリック 

“OK”を 

クリック 

クリック やさしい日本語の 

表示に変わります 
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１ 住民登録 

戸籍住民課 ℡：（０５６８）８５－６１３８ 

中長期在留者として新たに入国した外国人は、市役所で住民登録を行う必要があります。さ

まざまな行政サービスを受けるためにも、市役所戸籍住民課で住民登録の手続きをしてくださ

い。 

必要なもの：在留カード 

（転入届・転居届・転出届など引越し・住民登録関連） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/todoke/1001889/jumin/index.html 

 

２ 国際交流ルーム 

市内の国際交流や多文化共生に関する情報を発信する施設です。生活する上で役立つ外

国語に翻訳されたパンフレットや国際交流活動を行う団体に関する情報などを得ることができ

ます。また、外国人市民に対する日常生活に関する情報提供及び相談をしています。 

場    所 ▼ 〒486－08４４ 愛知県春日井市鳥居松町２丁目 247番地 

              ℡：（０５６８）５６－１９４４ 

駐 車 場 ▼ 台数に限りがあります。 

交通機関 ▼ ＪＲ勝川駅より名鉄バス「鳥居松２丁目」下車、徒歩１分 

            かすがいシティバス“はあとふるライナー”「鳥居松２丁目」下車、徒歩 1分 

利用時間 ▼ 火～日曜日 午前９時～午後５時 

休 館 日 ▼ 月曜日、年末年始（12月 29日～１月３日） 

（施設案内 国際交流ルーム） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/sankaku/kaigaiyuukoutoshi/1009610.html 

 

３ 外国人向け生活オリエンテーション 

国際交流ルーム ℡：（０５６８）５６－１９４４ 

春日井市に来たばかりの外国人市民の方に、ごみの出し方や地震のときに逃げる場所など、

春日井市での生活ルールなどについて説明します。 

 

場  所 ▼ 国際交流ルーム 

※表紙の地図をご覧ください。 

（生活オリエンテーション） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/sankaku/kaigaiyuukoutoshi/1009614.html 
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４ 相談 

⑴外国人相談 

外国人の行政サービスに対する悩みや不安に関する相談を、英語・フィリピノ語、ポルト

ガル語、スペイン語で行っています。 

▼  場  所  市役所２階 市民相談コーナー 

         ℡：（０５６８）８５－６６２４（相談日のみ開設）  

（市民相談） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/1033189/sodan/shiminsoudan/index.html 

 

⑵技能実習生相談窓口 

技能実習ＳＯＳ・緊急相談専用窓口 

 （OTIT外国人技能実習機構）  https://www.otit.go.jp 

 

⑶ＤＶ相談[電話・面接相談・ＷＥＢ面接相談 ※ＷＥＢ面接相談は予約制] 

地域共生推進課 ℡：（０５６８）８５－７８６７   

配偶者、恋人からのドメスティック・バイオレンスについての相談ができます。 

▼ 月曜日から金曜日 午前９時～午後５時 

（ドメスティック・バイオレンス（DV）） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/fukushi/1011728/dv-t/index.html 

 

⑷女性の悩み相談[電話・面接相談 ※面接相談は予約制] 

多様性社会推進課 ℡：（０５６８）８５－７８７１   

結婚・離婚、夫婦、家族のこと、職場の人間関係、性別による差別的取り扱い、 

セクシュアル・ハラスメントなどの不安や悩みごとについての相談ができます。 

（女性のための相談窓口） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/sankaku/danjo/sou-t/index.html 

  



4 

 

５ 通訳ボランティア派遣 

国際交流ルーム ℡：（０５６８）５６－１９４４ 

日本語での意思疎通が十分にできない外国人市民を対象に、春日井市内の公共施設で手

続きを行うときに通訳をするボランティアを派遣します。通訳ボランティアが必要なときは、ボラン

ティアが必要な日の２週間前までに申し込んでください。ただし、専門的な内容には派遣できま

せん。 

 □ 通訳ボランティアの募集も行っています。 

ボランティアとして登録を希望される方は、お問い合わせください。 

（通訳ボランティア派遣） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/sankaku/kaigaiyuukoutoshi/1009612.html 

 

６ 日本語の学習 

〈かすがいふれあい教室（日本語教室）〉  国際交流ルーム ℡：（０５６８）５６－１９４４ 

はじめて日本語を勉強する人、日本語があまりわからない人のための教室です。 

日本語や日本の文化などを学ぶことができます。 

 

学習できる人 ▼ 15歳以上で春日井市に在住・在勤・在学の方 

受 講 料 ▼ 教科書のお金が必要です。（受講料無料） 

場 所 ▼ レディヤンかすがいまたは高蔵寺ふれあいセンター 

（かすがいふれあい教室（日本語教室）） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/sankaku/kaigaiyuukoutoshi/1009611.html 

 

〈かすがいふれあい教室（子どもの日本語教室）〉 国際交流ルーム ℡：（０５６８）５６－１９４４ 

外国にルーツを持ち、初めて日本語を勉強する、あまり日本語がわからない子どものための

教室です。簡単な会話や文字、日本の文化などを学ぶことができます。 

 

学習できる人 ▼ 春日井市内に在住の外国につながりを持つ４歳～中学生 

受 講 料 ▼ 無料 

場  所 ▼ レディヤンかすがいまたは高蔵寺ふれあいセンター 

（子どもの日本語教室） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/sankaku/kaigaiyuukoutoshi/1016664.html 
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７ 医療保険・年金制度 

保険医療年金課 ℡：（０５６８）８５－６１５６ 

 

  医療保険  

医療保険には、職場で加入する保険（社会保険）や国民健康保険、後期高齢者医療制度が

あります。 

〈国民健康保険〉 

日本国内に住民票がある人で、勤務先の医療保険や 75 歳以上の人が加入する後期高齢

者医療制度などの公的な医療保険制度に加入していない人は、国民健康保険に加入する必

要があります。 

ただし、医療を受けるために日本に滞在する外国人とその同伴者、観光や保養などで１年以

内の滞在である場合は除きます。 

 

①保険税は、世帯ごとに加入者の所得や加入者数などに応じて決定されます。 

②病院で治療を受けるときには、忘れずに病院に資格確認書、マイナ保険証のいずれか有効な

ものを持って行ってください。 

（国民健康保険） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/zei/kokuho/index.html 

 

〈後期高齢者医療制度〉 

日本国内に住民票のある７５歳以上（一定の障がいがある人は６５歳以上）の人が加入する

医療制度です。 

ただし、医療を受けるために日本に滞在する外国人とその同伴者、観光や保養などで１年以

内の滞在である場合は除きます。 

 

①保険料は、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」と所得に応じて負担する

「所得割額」を合計して個人単位で決定されます。 

②病院で治療を受けるときには、忘れずに病院に資格確認書、マイナ保険証のいずれか有効な

ものを持って行ってください。 

(後期高齢者医療制度) 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/senior/kourei/koukikourei/index.html  
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〈健康診査等について〉 

40歳から 74歳までの国民健康保険被保険者には、糖尿病や高血圧など生活習慣病の早

期発見・早期治療を目的とした特定健康診査を実施します。その結果、保健指導が必要な方へ

特定保健指導を実施します。 

(特定健診) 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/zei/kokuho/tokuteikenshin/1027342.html 

 

後期高齢者医療被保険者には、生活習慣病の予防を図り高齢者の健康の保持増進を目的

とした後期高齢者健康診査を実施します。 

(後期高齢者健診) 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/zei/kokuho/tokuteikenshin/1001965.html 

 

 公的年金制度  

日本に住んでいる 20 歳以上 60 歳未満の人は、日本国籍の有無に関係なく、公的年金制

度に加入することが義務づけられています。 

年金事業は、厚生労働省から委託・委任された日本年金機構が行っています。 

詳しくは、日本年金機構の年金事務所にお問い合わせください。 

 

名古屋北年金事務所 ℡：（０５２）９１２－１２１３ 

〒462-8666 名古屋市北区清水五丁目６番 25号 

 

市役所では、国民年金 1号被保険者の各種手続きや、保険料の免除申請の手続き等を行っ

ています。 

（国民年金の概要） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/zei/1003292/1028249.html 

（日本年金機構ホームページ） 

https://www.nenkin.go.jp/index.html 
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８ 介護・障がい福祉 

〈介護保険制度〉 

 介護・高齢福祉課 ℡：（０５６８）８５－６１８３ 

次の介護保険資格を有する方は、市の認定を受けて、介護保険サービスを利用することがで

きます。 

 

①住民基本台帳に記録のある 65歳以上の方 

（ただし、日本に短期間しか滞在しない場合については、介護保険の対象外となります。） 

②40歳以上 65歳未満の医療保険加入者の方 

（法令で決められた病気（特定疾病）が原因で介護が必要となった場合） 

 

介護保険サービスを利用するには、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に連絡を

します。 

利用者・家族・介護サービスの提供事業所が、どの介護サービスを、いつ、どれだけ利用する

か話し合って計画を作り、サービスが提供されます。 

（介護が必要になったら（要介護認定の申請）） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/1011073/kaigonintei.html 

 

〈障がい福祉制度〉 

障がい福祉課 ℡：（０５６８）８５－６１８６ 

身体、知的、精神に障がいのある方は、障がい者手帳や障がい福祉サービスの申請ができま

す。障がい者手帳の区分や等級に応じて、各種手当等が支給される場合もあります。 

（障がい福祉） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/syogai/index.html
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９ 病院 

 公立のものと民間のものがあります。 

 

 公立病院  

春日井市民病院 ℡：（０５６８）５７－００５７ 

場    所 ▼ 〒486－8510 愛知県春日井市鷹来町１－１－１ 

受付時間 ▼ 月～金曜日 午前８時 30分～午前 11時 30分 

  休 診 日 ▼ 土・日曜日、祝休日、年末年始（12月 29日～１月３日） 

 

 （診療科） 

https://www.hospital.kasugai.aichi.jp/s_annai/index.html 

※初診時に紹介状をお持ちでない場合、診療費とは別に 7,700円（歯科の場合 

5,500円）をお支払いただくことがあります。 

 

  民間病院  

休診日、診察時間については、各病院によって違います。 

  



9 

 

10 休日や平日夜間に急病で受診するとき 

 

(1) かかりつけ医にお問い合わせください。かかりつけ医であれば、普段の診察や情報などか 

ら総合的に判断し、適切な治療が受けられます。 

(2) かかりつけ医が不在のときには、休日・平日夜間急病診療所で診療が受けられます。 

診療時間等を確認し、事前に連絡してから受診してください。 

 

 春日井市休日・平日夜間急病診療所(総合保健医療センター) ℡：（０５６８）８４－３０６０ 

診療科目 診療日 診療時間 

内科 

小児科 

平日夜間 

※祝休日及び年末年始

は除く 

午後９時～ 

午後 11時 30分 

土曜日 

※祝休日及び年末年始

は除く 

午後６時～午後９時 

日曜日・祝休日 

年末年始 

（12/30～1/3） 

午前９時～正午 

午後１時～午後５時 

午後６時～午後９時 

外 科 

日曜日・祝休日 

年末年始 

（12/30～1/3） 

午前９時～正午 

午後１時～午後５時 

歯 科 

日曜日・祝休日 

年末年始 

（12/30～1/3） 

午前９時～正午 

(3) かかりつけ医、休日・平日夜間急病診療所で受診できない場合や、受診先がわからない

場合は、次のところにお問い合わせください。 

 

（休日や平日夜間に急病になったとき） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/iryo/kyujitsukyubyo_list/kyuujitsukyuu.html 

 

 

 

・受付は診療開始時間の 30分 

 前から診療終了時間の 30分 

 前までです。 

・この急病診療所は、医師会・ 

 歯科医師会・薬剤師会の協力 

 で実施しています。 
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 愛知県救急医療情報センター ℡：（０５６８）８１－１１３３ 

患者さんから一番近い医療機関を紹介しますので、患者さんの症状・住所・氏名・年齢など 

を伝えてください。 

※医療機関を紹介されたときは、確認の電話を入れてから受診してください。受診の必要がな

くなったときも、医療機関にご連絡ください。 

受 付 ▼ 毎日 24時間体制 

 愛知県小児救急電話相談 ♯８０００(短縮番号)または℡：(０５２)９６２－９９００ 

 夜間の子どもの急病時、受診を迷ったときに専門の相談員に電話で相談することができます。 

 受 付 ▼ 毎日午後７時～翌朝午前８時 

 

 あいち救急医療ガイド(愛知県救急医療情報システム) https://www.qq.pref.aichi.jp/ 

インターネットで、その時に受診可能な医療機関を検索することができます。なお、受診前に必

ず直接医療機関にお問い合わせください。 

 

11 子ども 

 福祉  

〈子ども医療費助成〉 

保険医療年金課 ℡：（０５６８）８５－６１９４ 

次に該当する医療保険適用後の自己負担額を助成します。 

・18歳到達後の最初の年度末までのお子さんの入院費・通院費 

（子ども医療費助成） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kosodate/shien/iryouhi.html 

 

＜学生医療費助成＞ 

保険医療年金課 ℡：（０５６８）８５－６１９４ 

18 歳到達後の最初の４月１日から 24 歳到達後の最初の年度末までの学生で、一定の条

件に該当する人に対して、入院費に係る医療保険適用後の自己負担額を助成します。 

※詳細は市ホームページなどをご覧ください。 

（学生医療費助成） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/iryo/kakusyuiryou/1019892.html 
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〈児童手当〉 

子育て推進課 ℡：（０５６８）８５－６２０１ 

高校生相当年齢（１８歳到達後の最初の年度末まで）までの児童を養育している人に支給

されます。詳しくはお問い合わせください。 

（児童手当） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kosodate/shien/1033221/kodomoteate.html 

 

〈保育園・認定こども園・小規模保育園〉 

保育課 ℡：（０５６８）８５-６２０２ 

保育園は、概ね６か月以上の就学前の子どもを、保護者が働いていたり、家族に病人がいて

その看護をしているなどの理由で恒常的に保育を必要とする場合に、保護者に代わって養護及

び教育を一体的に行う児童福祉施設です。 

認定こども園は、就学前の子どもに関する教育・保育を総合的に提供する施設で、幼稚園と

保育園の機能や特長をあわせ持つ施設です。 

小規模保育園は、市が認可する保育事業のひとつで、保育園同様、保護者に代って保育する

施設です。０歳児から３歳未満児を対象として定員６人以上 19人以下で保育を行います。 

（保育園・認定こども園・小規模保育園とは） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kosodate/1002319/hoikuen/1002325.html 

 

  健康  

〈予防接種〉 

健康増進課 ℡：（０５６８）８５－６１６８ 

【定期予防接種】 

ワクチンごとに年齢・接種する回数が決められています。対象者には、接種券を郵送します。

市内の指定病院を予約し、券と母子健康手帳を持って接種を受けてください。なお、券を無くし

た場合や、他市区町村などで接種を受ける場合は、健康増進課で手続きが必要です。 

 

【任意予防接種】 

（おたふくかぜ） 

 接種する日の年齢が１歳～６歳の小学校に入る前の子どもに、接種費用の一部を市が支払

います。※一定の条件があります。 

（子どもの予防接種） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/iryo/yobou/1027116/index.html 
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〈母子健康手帳〉 

こども家庭支援課 ℡：（０５６８）８５－６１７０ 

妊娠届出書を提出すると、外国語版または日本語版の母子健康手帳と、対象者には別冊

「母と子のしおり」（妊産婦・乳児健康診査等受診票）が交付されます。 

（窓口はこども家庭支援課 市役所２階・総合保健医療センター３階） 

（妊娠届、母子健康手帳） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kosodate/ninshin/1002210/1002212.html 

 

〈乳幼児の健康診査〉 

こども家庭支援課 ℡：（０５６８）８７－１５５２ 

４か月児、１歳６か月児、３歳児健診を実施しています。対象者には案内が郵送されます。 

（乳幼児健康診査（集団健診、4か月・1歳 6か月・3歳児健康診査）） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kosodate/kenko/1002353/1002354.html 

 

  教育  

〈幼稚園〉 

 保育課 ℡：（０５６８）８５－６２０２ 

３歳から５歳までの子どもを対象とした、就学前の教育機関です。 

 市内には私立の幼稚園があります。詳しくは、各幼稚園に確認してください。 

〈市立小・中学校〉 

学校教育課 ℡：（０５６８）８５－６４４１ 

小学校は６歳で入学し１２歳で卒業、中学校は１２歳で入学し１５歳で卒業します。入学を希

望する場合は、保護者が春日井市教育委員会へ申し出る必要があります。 

 なお、経済的に困っている家庭に対しては学校で必要な費用の一部が援助される場合があり

ます。 詳しくはお問い合わせください。 

（就学援助について） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kosodate/1002499/school/1009202.html
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〈学校給食〉 

学校給食課 ℡：（０５６８）８５－６３４１ 

小学校、中学校では、お昼に給食があります。 

食物アレルギーや宗教上の理由で給食を全く食べない場合は、あらかじめ学校へ相談してく

ださい。 

（学校給食費） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kosodate/1002499/kyushoku/1012060.html 

 

12 検診・健診・予防接種 

〈がん検診等〉 

健康増進課 ℡：（０５６８）８５－６１６６ 

検診ごとに対象年齢があり、受診にはがん検診等受診券が必要です。市内の指定医療機関

に予約し、受診券、受診料金、マイナ保険証又は資格確認証を持って受診してください。受診券

には有効期限があります。なお、受診券を紛失した場合は、事前に健康増進課で再発行の手続

きが必要です。 

（がん検診等受診券の再発行・受け方） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/iryo/1003121/1003125.html 

 

〈歯科健診〉 

  健康増進課 ℡：（０５６８）８５－６422 

令和７年度（2025年４月１日～2026年３月 31日）中に 20歳・30歳・40歳・45歳・50

歳・55歳・60歳・65歳・70歳・７６歳・８０歳になる人、並びに妊婦及び産婦を対象に、無料の

歯科健診を行っています。対象者には、受診券を郵送します。 

 妊婦及び産婦は、母子健康手帳別冊の「母と子のしおり」内にある「妊産婦歯科健診受診券」

で受診できます。 

 市内の実施医療機関に予約し、受診券とマイナ保険証又は資格確認証を持って受診してくだ

さい。受診券には有効期限があります。なお、受診券を紛失した場合は、事前に再発行の手続き

が必要です。 

（すこやか歯科健診） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/iryo/1003195/1003205.html 

（後期高齢者歯科健診） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/iryo/1003195/1031042.html 
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（妊産婦歯科健診） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/iryo/1003195/1003204.html 

 

〈予防接種〉  ※子どもの予防接種は「11 子ども」に記載 

 健康増進課 ℡：（０５６８）８５－６１６８ 

【風しん】 

妊娠を予定、希望している夫婦や妊娠している女性の夫には、接種費用の一部を市が支払

います。 ※一定の条件があります。 

 

【インフルエンザ】 

  接種する日の年齢が 65 歳以上の人は、接種費用の一部を自分で支払うことで予防接種を

受けることができます。（接種を受けられる決まった期間があります） 

 

【肺炎球菌】 

  接種する日の年齢が 65 歳の人は、接種費用の一部を自分で支払うことで、予防接種を受

けることができます。対象者には案内はがきを郵送します。 

なお、上記とは別に、接種する日の年齢が 65 歳以上の人に対し、接種費用の一部を市が支

払う制度もあります。※一定の条件があります。 

 

【新型コロナウイルス】 

  接種する日の年齢が 65 歳以上の人は、接種費用の一部を自分で支払うことで予防接種を

受けることができます。（接種を受けられる決まった期間があります） 

 

【帯状疱疹】 

その年度中に 65、70、7５、8０、8５、9０、9５、100歳になる人と 101歳以上の人（令和７年

度のみ）は、接種費用の一部を自分で支払うことで、予防接種を受けることができます。対象者

には案内はがきを郵送します。 

なお、上記とは別に、接種する日の年齢が 50歳以上の人は、接種費用の一部を市が支払い

ます。ワクチンの種類は２種類ありますので、病院の先生と相談して接種を受けてください。 

※一定の条件があります。 

 

（大人の予防接種） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/iryo/yobou/1027125/index.html 
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13 火事 

  火事を出してしまったり、発見したりしたときは、１１９番へ通報しましょう。 

  

【通報例】 

  指令員 ： 火事ですか？救急ですか？ 

  通報者 ： 火事です。 

  指令員 ： 火事が起きている場所の住所を教えてください。 

  通報者 ： 〇〇町１丁目１番地、介護施設△△です。 

  指令員 ： 何階建ての何階から出火してますか？ 

  通報者 ： ２階建ての１階にある厨房から火が出ています。 

  指令員 ： 初期消火は実施できていますか？ 

  通報者 ： 実施しましたが失敗しました。 

  指令員 ： ケガ人や逃げ遅れた方はいますか？ 

  通報者 ： 厨房内に２人逃げ遅れがいます。 

  指令員 ： 避難誘導は実施できていますか？ 

  通報者 ： 職員、利用者合わせて〇名避難済みです。 

  

 ※火災通報時には、通報者の安全が確認できれば、通信指令員から様々な質問をし 

ます。あらかじめ聞かれることを確認しておき、慌てず正確な通報ができるようにして 

おきましょう。 
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14 救急 

急病や交通事故、けがなど、急いで手当が必要なときは、１１９番通報しましょう。 

 

【通報例】 

指令員 ： 火事ですか？救急ですか？ 

 通報者 ： 救急です。 

 指令員 ： 救急車を向かわせる住所を教えてください。 

 通報者 ： 〇〇町１丁目１番地、介護施設△△です。 

 指令員 ： 誰がどうしましたか？ 

 通報者 ： 〇〇さん男性〇歳が急に倒れました。 

 指令員 ： 呼びかけて反応はありますか？呼吸はしていますか？ 

 通報者 ： 呼びかけても反応がありません。呼吸もしていません。 

 指令員 ： 携帯電話をスピーカーモードに切り替えをお願いします。 

通報者 ： 切り替えました。 

 指令員 ： 応急手当（胸骨圧迫や止血）を実施する必要があります。 

 【指令員の指示に従い応急手当を実施します。】 

 指令員 ： 救急隊の誘導をお願いします。あなたの名前を教えてください。 

 通報者 ： 職員が入り口まで出ます。〇〇と申します。 

  

※どんなことを聞かれるかあらかじめ知っておき、情報を整理して通報することで、迅速な救

急要請に繋がります。 

※伝達に急を要するので、言葉に自信がなかったり、住所等がわからないときは、わかる人に

代わって通報してください。 

 

15 警察 

   交通事故や犯罪が起きたときは、１１０番へ通報しましょう。 

 

【通報例】 

１１０番をかけるときは、落ち着いて次のことを知らせてください。 

「何があったか」 

「いつあったか」 

「場所はどこか」 

「名前」 
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16 ごみ 

ごみ減量推進課 ℡：（０５６８）８５－６２２２ 

春日井市では、家庭から出る資源やごみの分別収集を行うため、ごみステーションを設けています。 

ごみステーションは、みんなで清潔に使うものですので、分別方法や排出する曜日など、マナーを守って利用

してください。なお、ごみステーションに出せないものもありますので十分注意してください。 

 詳しくは、資源・ごみの出し方便利帳（英語・韓国語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナ

ム語）で確認してください。紙の資料として必要な方は、市役所でお渡ししています。 

（資源・ごみの出し方便利帳） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/1032702/1032853/1032855/1032949/index.html 

 

● 資源やごみは、収集日の朝８時までに、地区ごとに決められたごみステーションに出しましょ

う。収集が終わった後に出された資源やごみは収集されません。なお、前日にはごみを出さないでください。 

● ごみは指定袋に入れて出しましょう。指定袋はスーパーやコンビニ等で販売しています。 

 ※ スプレー缶や、充電式電池を内蔵した小型家電(モバイルバッテリーなど)を 

誤って「燃やせないごみ」に入れることによる発火事故が起こっています。 

必ず発火性危険物用の指定袋（赤色）に入れて出してください。 

 

● 収集日は、地区により異なります。ごみ分別アプリ「さんあ～る」（右の 

ＱＲコードからインストールしてください。）もしくは資源・ごみ出しカレンダー 

（市役所ほか市内の公共施設でお渡ししています。）で確認してください。 

・ごみの分別、リサイクルに関すること ごみ減量推進課 ℡：（０５６８）８５－６２２２ 

・粗大ごみなどの収集、ごみステーションに関すること 清掃事業所 ℡：（０５６８）８４－３２１１ 

・粗大・多量ごみの持ち込みに関すること 

 クリーンセンター ℡：（０５６８）８８－０２４７ 場所：神屋町１番地２ 

 

17 防災 

災害時の避難所・避難場所を確認しておきましょう。市内の災害時の避難所・避難場所を図

示した「地震防災マップ」、「洪水ハザードマップ」を作成しています。 

市役所ほか市内の公共施設でお渡ししています。 

（地震防災マップ） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/bosai/1025983/1025986/jishinbosai_map.html 

（洪水ハザードマップ） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/machi/haisui/hazardmap/index.html 
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18 税金 

（１）所得税（国税） 

小牧税務署 ℡：（０５６８）７２－２１１１ 

〒485-8651  愛知県小牧市中央一丁目 424番地 

 

〔所得税〕 

・個人の 1年間（１月１日～12月 31日）の所得に対する税金です。 

・税率は課税される所得が多いほど高くなります。詳しくは次のページを確認してください。 

 

（所得税の税率） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.html 

 

（２）市民税・県民税・森林環境税 

市民税課 ℡：（０５６８）８５－６０９３ 

 

〔市民税・県民税〕 

春日井市に納める税金を市民税、愛知県に納める税金を県民税といい、あわせて「住民

税」と呼ばれています。税金を納める必要のある人や、詳しい税額については次のページを

確認してください。 

 

（市民税・県民税のかかる人、かからない人）

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/zei/zei/shiminzei2/153819kojin.html 

 

（市民税・県民税の税額計算） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/zei/zei/shiminzei2/zeigakukeisansyouryaku/index.html 

 

〔森林環境税（国税）〕 

   森林の適切な整備をするための税金です。市民税・県民税と一緒に徴収されます。 

     税額：1，000円 
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〔税金を納める方法〕 

①給与からの特別徴収 

勤務先（事業所）が、本人の給与から市民税・県民税を差し引いて、本人に代わって納

税する方法 

 

②普通徴収 

市から郵送される納税通知書（納付書）を用いて、本人が金融機関やコンビニエンスス

トア等で納税する方法 

 

③公的年金からの特別徴収 

65 歳以上の人の「公的年金等に対する市民税・県民税」を、支給される公的年金から

差し引いて、本人に代わって納税する方法 

 

（個人市民税、個人県民税、森林環境税（国税）） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/zei/zei/shiminzei2/index.html 

 

〔租税条約〕 

租税条約とは、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避防止のために、国と国との間で

結ばれる税金の取り決めです。 

条約を結んでいる国からの留学生や事業修習者などで一定の条件を満たしている場合、所

得税や市民税・県民税の課税が免除または非課税になる場合があります。国によって内容が

異なるので、財務省ホームページで確認してください。 

（我が国の租税条約等の一覧） 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html 

 

〔自分の国に戻るとき〕 

①納税管理人を指定する 

納税管理人は、あなたの代わりに税金に関する手続きの管理をする人です。日本を出国す

るときは、必ず納税管理人を決めてください。 

 

（納税管理人について） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/zei/zei/shiminzei2/1022678.html 
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②税金を納める 

    税金の残りがある場合は、日本を出国する前に納めなければなりません。 

    市民税・県民税・森林環境税を給与から引かれている場合は、最後の給料でまとめて納め

ることができます。会社の人と相談してください。 

    日本を出国する前に、すべて払うことができない場合は、後日、指定した納税管理人に税

金のお知らせが届きます。 

 

（３）軽自動車税 種別割 

市民税課 ℡：（０５６８）８５－６０９２ 

 

〔軽自動車税 種別割とは〕 

・４月１日現在に軽自動車等（原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・２輪の小型

自動車）を所有している人に課税されます。 

・軽自動車等の定置場が所在する市町村で課税されます。 

・税額は、種別や初度検査年月等によって定められています。 

 

〔軽自動車等の住所変更等の手続き先〕 

車種 手続き先 

原動機付自転車（１２５ｃｃ以下） 

小型特殊自動車 
市民税課 ℡：（０５６８）８５－６０９２ 

２輪の軽自動車（１２５ｃｃ超２５０ｃｃ以下） 

２輪の小型自動車（２５０ｃｃ超） 

愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所 

℡：０５０－５５４０－２０４８ 

３輪、４輪の軽自動車 
軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所 

℡：０５０－３８１６－１７７３ 

 

（４）固定資産税 

資産税課 ℡：（０５６８）８５－６１０１ 

固定資産税は、１月 1日現在に固定資産（土地・家屋・償却資産）を所有している人にか

かる税金です。税額は、その固定資産の価格をもとに算定され、その固定資産の所在する市

町村に納める必要があります。 

（固定資産税） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/zei/zei/kotei/index.html 
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（５）市税等の納付 

収納課 ℡：（０５６８）８５－６１１１ 

 

市税等は、納付書裏面に記載された金融機関、コンビニエンスストア、市役所・出張所の窓

口、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリなどで納付できます。   

なお、納期限までに市税等が納付されていない場合は、延滞金が発生したり、財産が差し

押さえられたりする可能性があります。 

（市税等の納付方法・納付場所について） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/zei/zei/1369syunou.html 

 

（６）税の証明書    

 

No 種類 手数料 担当課 

１ 所得課税証明書 ３００円／件 市民税課 

℡：(０５６８)８５－６０９２ ２ 事業所証明書 〃 

３ 納税証明書・納付証明書 〃 

収納課 

℡：(０５６８)８５－６１１７ 
４ 市税に滞納がないことの証明書 〃 

５ 継続検査用納税証明書 無料 

６ 

固定資産に関する証明書 

・評価証明書（土地・家屋） 

・公租公課証明書（土地・家屋） 

・課税台帳証明書（名寄帳）など 

３００円／枚 
資産税課 

℡：(０５６８)８５－６１０１ 

 

（市税関係証明書） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/zei/zei/1003447.html 
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19 建築・土地の造成 

 建築指導課 ℡：（０５６８）８５－６３２４ 

 建築物に係る工事を行う場合や土地の造成工事を行う場合は、法令による手続きが必要にな

りますので、必ず事前に建築士等へご相談ください。 

なお、屋根と柱、又は屋根と壁があれば建築物となります。さらに、建築物に附属する門や塀

も建築物となります。 

【建築物になる例】 

住宅、店舗、事務所、車庫（カーポート含む）、倉庫（コンテナ倉庫含む）など 

 

20 水道 

上下水道部 上下水道業務課 お客様窓口 ℡：（０５６８）８５－６４１１ 

業務時間 平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

○水道の使用開始や中止の届出 

使用したい日（中止したい日）の３営業日前までにお申込みください。営業日とは、平日の月

曜日から金曜日をいいます。土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12月 29日から翌年１月３日）

は休業日となります。 

※お客様番号をお知らせください。 

（水道・下水道の使用開始・中止の申込みなど） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/1020797/1020870/1021186/1021475/index.html 

インターネットからもお申込みができます。→ 

 

21 ペット（狂犬病予防） 

  環境保全課 ℡：（０５６８）８５－６２７９ 

狂犬病予防のために、生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法で生涯１回の登録と、

年１回の狂犬病予防注射を受けさせ、鑑札と注射済票を犬につけておくことが義務付けられて

います。 

  

また、引越しや譲渡で住所、所有者が変わった場合や、犬が死亡したときも届出が必要となり

ます。 

狂犬病予防(犬の登録・注射) 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/1033189/1003754/kyouken.html 
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□外国人向け広報紙 ｢Information KASUGAI｣ 

市内で行われる催しや市からのお知らせなどを英語・中国語・ポルトガル語に翻訳した広報

紙で、毎月１日ごろに発行しています。 

 

｢Information KASUGAI｣ 配布場所一覧 

市役所情報コーナー、戸籍住民課窓口、国際交流ルーム（レディヤンかすがい内）、東部市民セ

ンター、坂下出張所、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンター、南部ふれあいセンター、

西部ふれあいセンター、中央公民館、知多公民館、鷹来公民館、坂下公民館、春日井市民病院、

ルネック、高蔵寺郵便局、中部大学、春日井警察署、春日井情報発信センター「Lirick(リリッ

ク)」、グルッポふじとう、ささえ愛センター 

 

□図書館の利用 

春日井市図書館 ℡：（０５６８）８５－６８００ 

春日井市内に住所のある方、在勤・在学の方、及び愛知県内に住所のある方は、図書館資

料を借りることができます。また外国語の資料もありますのでご利用ください。ただし、資料を借

りるには身分を証明できるものを持参して利用者カードを作成する必要があります。 

 

（図書館ホームページ）https://www.kasugai-lib.jp 

 

□区・町内会・自治会への加入 

市民生活課 ℡：（０５６８）８５－６６１７ 

区・町内会・自治会は、自分たちのまちを安心して暮らせる住みよい環境にするため、同じ地

域に住んでいる人々で自主的に組織された団体です。地域のつながりは、災害などのいざとい

う時にも大変重要です。 

区・町内会・自治会は任意団体ですので、加入の法的義務はありませんが、市では、互いの

顔が見える地域のきずなづくりのため、加入を促進しています。 

  

  加入の申し込みは、お住まいの地域の会長・役員にご連絡ください。なお、会長がわからない

場合は、市民生活課までお問い合わせください。 

（町内会活動） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/1033189/chonaikai/index.html 

                市ホームページからも加入申し込みができます。→ 


